
輸出注意事項１５第５３号

平成１５･１２･１５貿局第１号

平成１５年１２月２４日

貿 易 経 済 協 力 局

「一般包括輸出許可等について」の一部改正について

「一般包括輸出許可等について」（平成８年９月６日付け８貿局第３７６号・輸出注意

事項８第２１号）の一部を下記のように改正し、平成１６年１月２０日から実施する。

記

Ⅰの１の（１）の（イ）中「別記第１の１、２、３、５、６、７又は８」を「別記第１

の１、２、４、５、６又は７」に改める。

Ⅰの１の（１）の（イ）の①中「別記第１の３、５、６、７又は８」を「別記第１の１

、２、４、５、６又は７」に改める。

Ⅰの１の（１）の（イ）の②中「別記第１の１０」を「別記第１の９」に改める。

Ⅰの１の（１）の（ロ）中「又は２」を削り、「別記第１の１０」を「別記第１の９」

に改める。

Ⅰの１の（１）の（ハ）中「中欄」を削り、「別記第１の１、２、３、４又は５」を「

別記第１の１、２、３又は４」に改める。

Ⅰの１の（１）の（ハ）の②中「別記第１の１０」を「別記第１の９」に改める。

Ⅰの１の（１）の（ニ）中「別記第１の１、２、３、４、６又は７」を「別記第１の１

、２、３、５又は６」に改める。

Ⅰの１の（１）の（ニ）の②中「別記第１の３、４、６又は７」を「別記第１の２、３

、５又は６」に改める。

Ⅰの１の（１）の（ニ）の③中「別記第１の１０」を「別記第１の９」に改める。

Ⅰの１の（１）の（ホ）中「別記第１の１、２、３、４、５、６、７、８、９又は１１

」を「別記第１の１、２、３、４、５、６、７、８又は１０」に改める。

Ⅰの１の（１）の（ホ）の①中「別記第１の３、４、５、６、７、８、９又は１１」を

「別記第１の２、３、４、５、６、７、８又は１０」に改める。

Ⅰの１の（１）の（ホ）の②中「別記第１の１０」を「別記第１の９」に改める。

Ⅰの１の（２）の（イ）中「別記第１の１、２、３、５、６、７又は８」を「別記第１

の１、２、４、５、６又は７」に、「別記第１の３、５、６、７又は８」を「別記第１の

２、４、５、６又は７」に改める。

Ⅰの１の（２）の（ロ）中「又は２」を削る。

Ⅰの１の（２）の（ハ）中「３の項（２）」の次に「又は３の２の項（２）」を加え、



「別記第１の１、２、３、４又は５」を「別記第１の１、２、３又は４」に改める。

Ⅰの１の（２）の（ニ）中「別記第１の１、２、３、４、６又は７」を「別記第１の１

、２、３、５又は６」に改める。

Ⅰの１の（２）の（ニ）の②中「別記第１の３、４、６又は７」を「別記第１の２、３

、５又は６」に改める。

Ⅰの１の（２）の（ホ）中「別記第１の１、２、３、４、５、６、７、８、９又は１１

」を「別記第１の１、２、３、４、５、６、７、８又は１０」に、「別記第１の３、４、

５、６、７、８、９又は１１」を「別記第１の２、３、４、５、６、７、８又は１０」に

改める。

Ⅱの１の（１）中「別記第１の３、４、５、６、７、８、９又は１１」を「別記第１の

２、３、４、５、６、７、８又は１０」に、「別記第１の１０」を「別記第１の９」に改

める。

Ⅱの１の（２）中「別記第１の３、４、５、６、７、８又は９」を「別記第１の２、３

、４、５、６、７又は８」に、「別記第１の１０」を「別記第１の９」に改める。

別記第１の１中「イタリア」の次に「、大韓民国」を加え、２を削り、３を２とし、４

を３とし、５を４とし、６を５とし、７を６とし、８を７とし、９中「ブルンジ」の次に

「、カーボヴェルデ」を加え、「コートジボアール」を「コートジボワール」に改め、「

クウェート」の次に「、キルギス」を、「サンマリノ」の次に「、サントメ・プリンシペ

」を、「タイ」の次に「、東ティモール」を、「トーゴ」の次に「、トンガ」を加え、９

を８とし、１０を９とし、１１中「１から１０」を「１から９」に改め、１１を１０とす

る。

別記第３の９中「第１０条第３号、第３号の２又は第４号」を「第１０条第３号、第３

号の２又は第４号から第７号までのいずれか」に改める。

別記第４の１中「別記第１の４」を「別記第１の３」に改める。

別記第４の２中「第３条第１７号の２ロ又はハ」を「第３条第１７号の３ロ又はハ」に

、「別記第１の４」を「別記第１の３」に改める。

別記第４の３中「別記第１の４」を「別記第１の３」に改める。

別記第４の４中「第３条第１７号の２ロ又はハ」を「第３条第１７号の３ロ又はハ」に

、「別記第１の４」を「別記第１の３」に改める。

別記第５の１０を削り、９を１０とし、８を９とし、７の次に次のように加える。

８ 輸出令別表第１の４の項（２２）に掲げる貨物のうち、デジタル電子計算機であ

って、複合理論性能（貨物等省令別表第１の中欄に掲げる電子計算機の種類に応じ

て、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。）が１秒につき１９０，０００メガ

演算を超えるもの

別記第５の１１を削り、１２を１１とし、１３を１２とし、１４を１３とし、１５の前

に次のように加える。

１４ 輸出令別表第１の８の項の中欄に掲げる貨物のうち、貨物等省令第７条第３号

ハ又はホに該当するもの

別記第５の３６及び３７を削る。

別記第６の８中「第１０条第１号から第６号」を「第１０条第１号から第９号」に改め



る。

別記第６の９中「第１０条第４号」を「第１０条第４号から第７号のいずれか」に改め

る。

別記第６の３６を３８とし、３７を削り、３５を３７とし、３４を３６とし、３３を３

５とし、３２を３４とし、３１を３３とし、３０を３２とし、２９を３１とし、２８を３

０とし、２７を２９とし、２６を２８とし、２５を２７とし、２４を２６とし、２３を２

５とし、同規定の前に次のように加える

２２ 外為令別表の８の項（１）に掲げる技術であって、貨物等省令第２０条第１項

第１号又は第３号に該当するもの

２３ 外為令別表の８の項（２）に掲げる技術であって、貨物等省令第２０条第２項

第１号又は第３号に該当するもの

２４ 外為令別表の８の項（２）に掲げる技術であって、貨物等省令第２０条第２項

第９号から第１２号までのいずれかに該当するもの

別記第６の２１を削り、２０を２１とし、１９を２０とし、１８を１９とし、１７を１

８とし、１６を１７とし、１５を１６とし、１４を１５とし、１３を１４とし、１４の前

に次のように加える。

１３ 輸出令別表第１の４の項（２２）に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であ

って、貨物等省令第２０条第２項第１号又は３号に該当するもの


